
東大阪市告示第   号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第  

１２３号）第３６条第１項の規定により、同法第２９条第１項に定める指定障害福祉サー

ビス事業者の指定を行ったので、同法第５１条第１号の規定により告示する。 

 

令和８年６月１０日 

東大阪市長 野 田 義 和  
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法人名 法人住所 代表者名 サービス種類 事業所番号 事業所名 事業所住所 受付日 指定日 指定有効終了日
事業の主たる

対象者

1
株式会社　ホー
ムヘルパーサー
ビス・トンビ

大阪府東大阪市西堤
本通東二丁目４番２０
－１０１号

金　尊慧 重度訪問介護 2715008534
ホームヘルパーサー
ビス・トンビ

大阪府東大阪市西堤
本通東二丁目４番２０
－１０１号

令和8年5月7日 令和8年6月1日 令和14年5月31日
身体障害者
精神障害者
難病等対象者

2
株式会社　ＳＨＩＮ
ＤＥＮ

大阪府大阪市中央区
森ノ宮中央二丁目１２
番１２号

中本　築
就労継続支援（Ｂ

型）
2715009375

ハッピーサークルＧＯ
ＥＮ

大阪府東大阪市上六
万寺町１３番５９号

令和8年4月28日 令和8年6月1日 令和14年5月31日

身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病等対象者

3
有限会社　ハッ
ピー・ケア・サ
ポート

大阪府東大阪市西堤
本通東二丁目３番２５
－１０１号

竹林　美幸
就労継続支援（Ｂ

型）
2715009367 はっぴー・ライフ

大阪府東大阪市森河
内東一丁目２８番１４
号　アリアーレビル３
階

令和8年5月8日 令和8年6月1日 令和14年5月31日

身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病等対象者


